
 1

 

                                平成２４年２月１８日 

                                株式会社ネットワークス 

 

ＫＥＭＰＯＳでの台湾商標出願入力の手引き 

 

 ＫＥＭＰＯＳでの、台湾商標出願の手続きについて説明します。 

 

■現行法令について 

現行法令は２００３年１１月２８日施行の改正商標法が適用されています。 

改正商標法の主な内容は次の通りです。 

・一出願多区分制度の採用 

・出願及び商標権の分割制度の採用 

・付与前異議申立制度から付与後異議申立制度への移行 

・音響、立体形状、色彩のみの商標も登録対象 

・更新登録出願の際の使用証明の廃止 

・連合商標制度、防護標章制度の廃止 

 

 

■制度の特徴 

・先願主義・登録主義を採用しています。 

  ・満了日の計算が、初日算入となっています。 

   存続期間は登録日から１０年ですが、１０年後の登録日の前日に満了します。 

  ・付与後異議制度をとっています。 
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（１）出願種別・使用手続・期限設定 

  １．出願種別 

  ２．使用手続 

  ３．期限設定 

 

（２）出願 

  １．出願 

 

（３）審査経過／中間手続 

  １．拒絶理由通知（オフィスアクション） 

２．登録査定 

  ３．料金納付 

  ４．登録 

  ５．登録公報 

  ６．異議受け 

  ７．維持決定（異議決定：勝ち） 

  ８．取消決定（異議決定：負け） 

  ９．拒絶査定 

  10．審判請求 

  11．登録審決（不服審判：勝ち） 

  12．拒絶審決（不服審判：負け） 

 

（４）権利更新 

  １．更新案内 

  ２．更新回答 

  ３．更新指示 

  ４．更新報告 
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（１）出願種別・使用手続・期限設定 

 

 １．台湾商標の出願種別の設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期間は登録日から１０年です。 

 ・更新登録期間は１０年です。６ヶ月前から更新申請できます。 

 ・使用証明期限起算は「なし」(又は空白)です。（使用証明は不要です） 

 ・使用証明期限期間は「０」（又は空白）です。（使用証明は不要です） 

 ・使用証明期間は「０」（又は空白）です。（使用証明は不要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・パリ条約の優先権主張ができます。優先日から６ヶ月以内に出願する必要があります。 

・優先権主張した場合には、優先権証明書を出願日から３ヶ月以内に提出する必要があります。 
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 ２．台湾商標の使用手続きの設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．台湾商標の応答期限の設定。 
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（２）出願 

 

２．商標出願時の必要書類 

・一出願多区分制を採用しています。 

・優先権証明書 (Priority Document) 

台湾はパリ条約の加盟国ではないが、相互条約、ＷＴＯを通じて優先権主張することができる。 

優先権を主張するためには優先権証明書が必要。なお、この証明書は出願日から３ヶ月以内に 

提出する必要があります。 

公報は出願後約４０日で官庁ウエブサイトに掲載されます。 

 

１．出願 

 

台湾商標の出願は、出願日の入力を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・優先権主張出願の場合、出願日から３ヶ月以内に優先権証明書の提出が必要です。 
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 ・出願入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・優先権証明書期限が、出願日の３ヶ月後で設定されています。 
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（３）審査経過／中間手続 

 

 １．拒絶理由通知（オフィスアクション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・応答期限として「DueDate」が指令から３０日後の日付けがセットされます。 

  最終期限として指令から６０日後の日付けがセットされます。 

 

 ・オフィスアクション入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・応答期限として「DueDate」が指令から２ヶ月後の日付けがセットされます。 

  最終期限として指令から６０日後の日付けがセットされます。 
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 ２．登録査定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・登録査定から２ヶ月後の日付けで、「設定納付」期限が設定されます。 

  この場合には初日不算入となります。 

 

 ３．設定納付 
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 ４．登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・登録入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限が登録日から１０年後の１日前の日付けで設定されています。 

  存続期限の計算は初日算入となりますので、登録日から１０年後の１日前となります。 

  それに合わせて、更新期間も計算されます。 

 ・更新期間初日に存続期限から１年前の日付けが設定されています。 

 ・更新期間終日に存続期限の日が設定されています。 
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５．登録公報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・登録公報から３ヶ月後の日付けで「異議受け」期限が設定されます。 

 

６．付与後異議受け 

 

異議申立人による異議申立がなされた場合、異議申立書は被異議申立人（出願人）に送付され、 

申立書の受領日から２ヶ月以内に答弁書を提出することができます。 

被異議申立人による答弁がない場合でも異議決定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・異議受けから２ヶ月で異議応答期限が設定されています。 
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７．維持決定（異議決定：勝ち） 
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８．取消決定（異議決定：負け） 

異議決定により取消となった場合は、「取消決定」で入力します。 

商標登録異議申立に対する決定に不服の場合は、不服審判を請求することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審判請求期限として、指令日から３０日後の期限がセットされます。 

 

 ・取消決定入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審判請求期限として、指令日から３０日後の期限がセットされます。 
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 ９．拒絶査定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・拒絶査定から３０日後の日付けで「審判請求」期限が設定されています。 

 

 ・拒絶査定入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審判請求期限が設定されています。 
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 10．審判請求 
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 11．登録審決（不服審判：勝ち） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審決から２ヶ月後の日付けで「設定納付」期限が設定されます。 

 

 ・登録審決入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「設定納付」期限が設定されています。 
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 12．拒絶審決（不服審判：負け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審決から３０日後の日付けで「出訴」期限が設定されています。 

 

 ・拒絶審決入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「出訴」期限が設定されています。 
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（４）権利更新 

 

台湾における登録商標の保護期間は１０年であり、登録日(初日算入)から起算されます。 

更新手続き期間は商標権満了日前６ヶ月から満了日までです。 

満了日以降の６ヶ月間は追加の費用を支払うことで更新できます。 

 

 更新申請の手続きは、権利者及び代理人とのやり取りとなりますので、その経過を順次入力して 

 ゆきます。 

 

 １．更新案内 

 

 ・権利者への更新期限の案内の送付です。 
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 ２．更新回答 

 

 ・権利者から更新依頼の回答があった場合に入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．更新指示 

 

 ・外国代理人への更新指示を入力します。 
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 ４．更新報告 

 

 ・外国代理人より更新手続完了の報告受理時に入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限及び更新期間を１０年更新します。 

 

 ・更新報告入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限、更新初日、更新終日が１０年更新されています。 

 

 


